
アイヌ生活向上推進方策検討会議設置要綱

（設置目的）

第１ 北海道におけるアイヌの人たちの自立を促進し、社会的、経済的地位の向上を図るた

め、アイヌの人たちに対する今後の総合的な施策のあり方について協議する「アイヌ生活

向上推進方策検討会議」（以下「検討会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２ 検討会議が所掌する事項は次のとおりとする。

(１) アイヌの人たちの生活向上に関する今後の総合的な施策のあり方についての検討に関

すること。

(２) その他必要と認められる事項に関すること。

（委員）

第３ 検討会議は、11名以内の委員をもって構成する。

２ 委員は、学識経験者、教育関係者、産業関係者、市町村行政関係者及びアイヌ関係者の

中から知事が委嘱する。

３ 委員の任期は、委嘱の日から平成27年３月31日までとする。

（委員長等）

第４ 検討会議に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長は委員が互選し、副委員長は委員長が指名する。

３ 委員長は委員を代表し、会務を総括する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代理する。

（会議の招集）

第５ 検討会議は、委員長が招集する。

（関係者の出席）

第６ 委員長は、必要があると認めるときには、委員以外の者の出席を求めることができる。

（庶務）

第７ 検討会議の庶務は、環境生活部アイヌ政策推進室において行う。

（その他）

第８ この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、委員長が検討会

議に諮って定める。

附 則

１ この要綱は、平成26年６月18日から施行する。

２ この要綱は、平成27年３月31日限り、その効力を失う。
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